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○浜松市消防団員退職報償金支給条例 

昭和３９年６月１日 

浜松市条例第４１号 

改正 昭和４３年３月３０日浜松市条例第２８号 

昭和４３年９月３０日浜松市条例第３７号 

昭和４８年３月３０日浜松市条例第２７号 

昭和４９年９月３０日浜松市条例第６７号 

昭和５０年９月３０日浜松市条例第４４号 

昭和５０年１２月１３日浜松市条例第６１号 

昭和５１年９月３０日浜松市条例第５９号 

昭和５２年９月３０日浜松市条例第４７号 

昭和５３年９月３０日浜松市条例第４６号 

昭和５５年９月２６日浜松市条例第５１号 

昭和５７年９月３０日浜松市条例第５３号 

昭和６１年９月３０日浜松市条例第４８号 

平成元年９月２９日浜松市条例第７４号 

平成３年４月５日浜松市条例第３４号 

平成３年９月３０日浜松市条例第５９号 

平成４年９月３０日浜松市条例第７３号 

平成５年９月３０日浜松市条例第３４号 

平成６年９月３０日浜松市条例第４０号 

平成７年５月３１日浜松市条例第２７号 

平成８年１０月９日浜松市条例第６２号 

平成９年３月２８日浜松市条例第４２号 

平成９年５月２６日浜松市条例第７０号 

平成９年１２月２４日浜松市条例第８３号 

平成１０年９月３０日浜松市条例第４６号 

平成１１年９月３０日浜松市条例第４１号 

平成１２年９月２９日浜松市条例第７１号 

平成１３年９月２６日浜松市条例第４５号 

平成１４年９月３０日浜松市条例第４９号 
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平成１５年９月３０日浜松市条例第６０号 

平成１６年９月３０日浜松市条例第５０号 

平成１７年６月１日浜松市条例第１７０号 

平成１８年６月３０日浜松市条例第５８号 

平成１８年９月２９日浜松市条例第７０号 

平成１８年１２月１５日浜松市条例第７９号 

平成１９年３月１６日浜松市条例第２５号 

平成２０年１２月１１日浜松市条例第８４号 

平成２３年３月１５日浜松市条例第９号 

平成２６年６月１３日浜松市条例第５４号 

令和元年９月１８日浜松市条例第３２号 

〔注〕平成１７年６月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２５条の規定に基づき、

本市消防団員で退職した場合においてその者（死亡による退職の場合には、その遺族）

に支給する退職報償金について必要な事項を定める。 

（平１８条例７０・一部改正） 

（退職報償金の支給額） 

第２条 退職報償金は、消防団員として５年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年

数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。 

（退職報償金の支給基礎となる階級） 

第３条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びそ

の階級より上位の階級に属していた期間（他の地方公共団体における期間を含み、既に

退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間を除く。）が１年に満た

ないときは、その階級（団員を除く。）の直近下位の階級とし、退職した日にその者が

属していた階級より上位の階級に属していた期間（他の地方公共団体における期間を含

み、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間を除く。）が１

年以上あるときは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則（昭和

３２年総理府令第５号）第２３条に規定する階級とする。 

（平２６条例５４・一部改正） 

（勤務年数の算定） 
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第４条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間（他の地方公共

団体における期間を含む。）を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を

受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から

退職した日の属する月までの期間が１年に満たない場合における当該期間については、

この限りでない。 

２ 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月

までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する

月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。 

（平２３条例９・一部改正） 

第４条の２ 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間

は勤務年数に算入しない。 

（遺族の範囲） 

第５条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含む。） 

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収人によっ

て生計を維持していたもの 

(3) 子及び父母で前号に該当しないもの 

２ 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第

２号及び第３号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、

父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合においては、その人数

により等分して支給するものとする。 

（平１９条例２５・一部改正） 

（遺族からの排除） 

第５条の２ 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。 

(1) 消防団員を故意に死亡させた者 

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けること

ができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者 

（退職報償金の支給制限等） 

第６条 消防団員を退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退
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職した者（当該退職した者が死亡したときは、当該退職に係る退職報償金の支払を受け

る権利を承継した者）に対し、当該退職した者が占めていた職の職務及び責任、当該退

職した者の勤務の状況、当該退職した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至っ

た経緯、当該非違後における当該退職した者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支

障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職報償金

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(1) 浜松市消防団に関する条例（昭和４０年浜松市条例第１６号。以下「消防団条例」

という。）第１１条の規定による懲戒免職の処分を受けた者 

(2) 消防団条例第６条第１号に該当して消防団条例第１０条第５号の規定による免職の

処分を受けた者 

(3) 消防団条例第１１条の規定による停職の処分を受けたことにより退職した者 

(4) 勤務成績が特に不良であった者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当であると認められ

る者 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、浜松市職員退職手当支給条例（昭和３８年浜松

市条例第２号）の適用を受ける者の例により、退職報償金について、支払われる前にあ

ってはその支給を制限し、支払われた後にあっては当該退職報償金の全部若しくは一部

を返納させ、又は当該退職報償金の全部若しくは一部に相当する額を納付させることが

できる。 

（平２３条例９・全改、令元条例３２・一部改正） 

（退職報償金の支給時期） 

第７条 退職報償金は、消防団員が退職した日から起算して１月以内に支払わなければな

らない。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。 

（委任） 

第８条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平２３条例９・旧第９条繰上） 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和３９年４月１日から適用する。 

２ 平成２１年３月３１日において、次の表の左欄に掲げる支団に属していた消防団員で

あって、同年４月１日以後引き続き消防団員として勤務する者のうち勤務年数５年未満

で退職するものに対するこの条例の規定の適用については、同欄に掲げる支団の区分に
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応じ、第２条中「５年以上」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「別表」とあるの

は同表の右欄に掲げる字句とする。 

浜北支団 1年以上 附則別表の1 

天竜支団 1年以上 附則別表の2 

舞阪支団 3年以上 附則別表の3 

雄踏支団 3年以上 附則別表の4 

細江支団 3年以上 附則別表の5 

引佐支団 3年以上 附則別表の6 

三ヶ日支団 3年以上 附則別表の7 

佐久間支団 3年以上 附則別表の8 

龍山支団 3年以上 附則別表の9 

（平２３条例９・全改） 

附則別表（附則第２項関係） 

（平２０条例８４・全改） 

１ 浜北支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長、分団

長、副分団長、部

長及び班長 

団員 

  円 円 円 円

1年以上2

年未満 

138,000 117,000 104,000 104,000

2年以上3

年未満 

155,000 134,000 121,000 121,000

3年以上4

年未満 

172,000 151,000 138,000 138,000

4年以上5

年未満 

189,000 168,000 155,000 155,000

２ 天竜支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

副分団長 部長及び

班長 

団員 
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長 

  円 円 円 円 円 円

1年以上2

年未満 

26,000 25,000 23,000 22,000 21,000 20,000

2年以上3

年未満 

52,000 50,000 47,000 45,000 42,000 40,000

3年以上4

年未満 

79,000 75,000 70,000 68,000 64,000 60,000

4年以上5

年未満 

105,000 99,000 94,000 91,000 86,000 80,000

３ 舞阪支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

長 

副分団長 部長及び

班長 

団員 

  円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

113,000 107,000 101,000 98,000 92,000 86,000

4年以上5

年未満 

151,000 143,000 135,000 131,000 123,000 115,000

４ 雄踏支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

長 

副分団長 部長及び

班長 

団員 

  円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

118,000 112,000 106,000 103,000 97,000 91,000

4年以上5

年未満 

150,000 142,000 134,000 130,000 122,000 114,000

５ 細江支団に属していた者 

階級 団長 副団長 方面隊長 副分団長 部長及び 団員 
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勤務年数 及び分団

長 

班長 

  円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

47,000 45,000 42,000 40,000 37,000 35,000

4年以上5

年未満 

95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000

６ 引佐支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長 分団長 副分団長 部長及び

班長 

団員 

  円 円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

47,000 45,000 44,000 42,000 40,000 37,000 35,000

4年以上5

年未満 

95,000 90,000 88,000 85,000 80,000 75,000 70,000

７ 三ヶ日支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

長 

副分団長 部長及び

班長 

団員 

  円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

47,000 45,000 42,000 40,000 37,000 35,000

4年以上5

年未満 

95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000

８ 佐久間支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長、

分団長及

び副分団

長 

部長 班長 団員 

  円 円 円 円 円 円
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3年以上4

年未満 

154,000 139,000 129,000 119,000 114,000 99,000

4年以上5

年未満 

171,500 159,000 149,000 141,500 134,000 121,500

９ 龍山支団に属していた者 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

長 

副分団長 部長及び

班長 

団員 

  円 円 円 円 円 円

3年以上4

年未満 

119,000 113,000 107,000 104,000 98,000 92,000

4年以上5

年未満 

154,000 146,000 138,000 134,000 126,000 118,000

附 則（昭和４３年３月３０日浜松市条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置） 

２ 改正後の消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（以下「新条例」という。）

第３条の規定は、昭和４２年４月１日以後において退職した消防団員について適用し、

同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。 

（退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置） 

３ 新条例第４条の規定は、昭和４２年９月７日以後において退職した消防団員について

適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。 

附 則（昭和４３年９月３０日浜松市条例第３７号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以

下「新条例」という。）の規定は、昭和４３年４月１日以後に退職した消防団員（次項

において「新条例の適用を受ける消防団員」という。）について適用する。 

２ 昭和４３年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。 

附 則（昭和４８年３月３０日浜松市条例第２７号） 
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この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年９月３０日浜松市条例第６７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例第４条及び別表の規定は、昭和４９年４

月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、

なお従前の例による。 

附 則（昭和５０年９月３０日浜松市条例第４４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）

第２条及び別表の規定は、昭和５０年４月１日以後に退職した消防団員（次項において

「新条例の規定の適用を受ける消防団員」という。）について適用し、同日前に退職し

た消防団員については、なお従前の例による。 

３ 昭和５０年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の規定

の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の浜松市消防団員退

職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内

払とみなす。 

附 則（昭和５０年１２月１３日浜松市条例第６１号） 

この条例は、昭和５１年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５１年９月３０日浜松市条例第５９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）

第５条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に退職した消防

団員の遺族について適用し、施行日前に退職した消防団員の遺族については、なお従前

の例による。 

３ 新条例別表の規定は、昭和５１年４月１日（以下「適用日」という。）以後に退職し

た消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例に

よる。 

４ 適用日から施行日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について

支給されたこの条例による改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく

退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（昭和５２年９月３０日浜松市条例第４７号） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、昭和５２年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 昭和５２年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの問において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（昭和５３年９月３０日浜松市条例第４６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、昭和５３年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 昭和５３年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（昭和５５年９月２６日浜松市条例第５１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、昭和５５年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 昭和５５年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（昭和５７年９月３０日浜松市条例第５３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）第３条、第

５条及び別表の規定は、昭和５７年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新

条例の適用を受ける消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員
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については、なお従前の例による。 

３ 昭和５７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（昭和６１年９月３０日浜松市条例第４８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、昭和６１年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 昭和６１年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成元年９月２９日浜松市条例第７４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成元年４月１日以後に退職した消防団員（以下「新条例の適用を受ける消防団員」

という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例によ

る。 

３ 平成元年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を

受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規定

に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成３年４月５日浜松市条例第３４号） 

この条例は、平成３年５月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月３０日浜松市条例第５９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成３年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成３年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員につい

て支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「旧条例」という。）
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の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

４ 新条例附則第２項の規定は、平成３年５月１日以後に退職した旧可美村の消防団員に

ついて適用する。この場合において、同日からこの条例の施行の日の前日までの間に退

職した旧可美村の消防団員について支給された旧条例の規定に基づく退職報償金は、新

条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成４年９月３０日浜松市条例第７３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成４年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成４年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成５年９月３０日浜松市条例第３４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成５年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成５年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成６年９月３０日浜松市条例第４０号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成６年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成６年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成７年５月３１日浜松市条例第２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成７年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成８年１０月９日浜松市条例第６２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成８年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成８年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成９年３月２８日浜松市条例第４２号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年５月２６日浜松市条例第７０号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成９年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防

団員については、なお従前の例による。 

３ 平成９年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松市

消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、これ

に相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成９年１２月２４日浜松市条例第８３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第６条の２の規定は、この条例の施行の日

以後の退職に係る退職報償金について適用する。 

附 則（平成１０年９月３０日浜松市条例第４６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１０年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消
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防団員については、なお従前の例による。 

３ 平成１０年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松

市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、こ

れに相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１１年９月３０日浜松市条例第４１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１１年４月１日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消

防団員については、なお従前の例による。 

３ 平成１１年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浜松

市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、こ

れに相当する新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１２年９月２９日浜松市条例第７１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１２年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 平成１２年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１３年９月２６日浜松市条例第４５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１３年４月１日以後に退職した消防団員（以下「新条例の適用を受ける消防団

員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例

による。 

３ 平成１３年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１４年９月３０日浜松市条例第４９号） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１４年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 平成１４年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１５年９月３０日浜松市条例第６０号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１５年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 平成１５年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１６年９月３０日浜松市条例第５０号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１６年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお

従前の例による。 

３ 平成１６年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１７年６月１日浜松市条例第１７０号） 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）別表の規定

は、平成１７年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお
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従前の例による。 

３ 平成１７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１８年６月３０日浜松市条例第５８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成１８年４月１日以後に退職した消防団員（次項において「新条例の適用を受ける消

防団員」という。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前

の例による。 

３ 平成１８年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用

を受ける消防団員について支給された改正前の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規

定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。 

附 則（平成１８年９月２９日浜松市条例第７０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月１５日浜松市条例第７９号） 

この条例は、平成１９年３月３日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１６日浜松市条例第２５号） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規定は、平成１９年４月１日以後に退

職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例

による。 

３ この条例の施行の日前に団長又は副団長の階級に属していた者の退職報償金の支給基

礎となる階級の取扱いについては、団長の階級に属していた期間がある者にあっては支

団長の階級に属していた者と、副団長の階級に属していた期間がある者にあっては副支

団長の階級に属していた者とみなす。 

附 則（平成２０年１２月１１日浜松市条例第８４号） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規定は、平成２１年４月１日以後に退

職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例

による。 
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３ この条例の施行の日前に次の表の左欄に掲げる階級に属していた者の退職報償金の支

給基礎となる階級については、当該者の属していた階級の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる階級を当該者の属していた階級とみなして取り扱うものとする。 

支団長 団長 

副支団長及び本部長（天竜支団に限る。） 副団長 

方面隊長（浜松支団及び引佐支団に限る。）、本部員、本部長（舞阪支団、

雄踏支団、細江支団、引佐支団、三ヶ日支団及び水窪支団に限る。）、指導

部長及びラッパ隊長（細江支団、引佐支団及び三ヶ日支団に限る。） 

方面隊長 

分団長（天竜支団を除く。）、方面隊長（天竜支団に限る。）及びラッパ隊

長（天竜支団に限る。） 

分団長 

副分団長（天竜支団を除く。）、副方面隊長、ラッパ副隊長、本部主任、本

部班長及び統轄班長 

副分団長 

本部部長、方面隊本部長、方面隊部長及び分団長（天竜支団に限る。） 部長 

副分団長（天竜支団に限る。）、機関班長及び庶務班長 班長 

附 則（平成２３年３月１５日浜松市条例第９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（浜松市消防団員退職報償金支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例の規定は、施行日以

後の退職に係る退職報償金について適用し、施行日前の退職に係る退職報償金について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年６月１３日浜松市条例第５４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の浜松市消防団員退職報償金支給条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成２６年４月１日（以下「適用日」という。）以後の退職に係る退職報償金について

適用し、適用日前の退職に係る退職報償金については、なお従前の例による。 

３ 適用日の前日において本市の消防団員であった者で、適用日以後引き続き本市の消防

団員として勤務するものの退職（当該退職について適用される新条例別表の勤務年数の

区分が、当該者が適用日に退職していたならば適用することとなる同表の勤務年数の区
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分と異なる場合の退職を除く。）に係る退職報償金については、新条例の規定により当

該者に支給されることとなる退職報償金の額が、改正前の浜松市消防団員退職報償金支

給条例（以下「旧条例」という。）の規定を適用したならば支給されることとなる退職

報償金の額より少ないときは、新条例の規定にかかわらず、その額をもって退職報償金

の支給額とする。 

（内払） 

４ 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された退職報

償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。 

附 則（令和元年９月１８日浜松市条例第３２号抄） 

１ この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平２６条例５４・全改） 

階級

勤務年数 

団長 副団長 方面隊長

及び分団

長 

副分団長 部長及び

班長 

団員 

5年以上10年

未満 

円

239,000

円

229,000

円

219,000

円

214,000

円

204,000

円

200,000

10年以上15

年未満 

344,000 329,000 318,000 303,000 283,000 264,000

15年以上20

年未満 

459,000 429,000 413,000 388,000 358,000 334,000

20年以上25

年未満 

594,000 534,000 513,000 478,000 438,000 409,000

25年以上30

年未満 

779,000 709,000 659,000 624,000 564,000 519,000

30年以上 979,000 909,000 849,000 809,000 734,000 689,000


